
令和6年3月1日

はい-▶

当初の研究期間終了日の約２週間前になったら
・研究等変更申請書
・利益相反審査自己申告書
翌年度４月になったら
・研究等実施状況報告書（前年度分）

いいえ-▶

当初の研究期間終了日の約２週間前になったら
・研究等変更申請書
・利益相反審査自己申告書
翌年度４月になったら
・研究等実施状況報告書（前年度分）

いいえ-▶
研究終了後２週間以内に
・研究等終了（中止）報告書

いいえ-▶
翌年度４月になったら
・研究等実施状況報告書（本年度分）
・利益相反審査自己申告書

研究等変更申請書の提出が必要な場合（例）
・研究期間の延長
・研究分担者の変更
・研究計画の変更（方法、対象者等の変更）

研究継続中及び研究終了時の提出書類確認フローチャート

→　はい　→　いいえ

本年度中(4月1日～翌年3月31
日)に承認された研究期間が満
了する。

現在令和５年度の場合
「はい」の例：
終了日：R５年１２月３１日
終了日：R６年３月３１日

「いいえ」の例：
終了日：R７年３月３１日

はい-▶
現在承認されている研究期間を超
えて研究を続ける予定がある。

はい-▶

翌年度４月１日以降も研究を続け
る。
「はい」の場合：　期間延長後の終了
日が、翌年度４月１日以降の日付であ
る。
「いいえ」の場合：　期間延長後の終
了日が、本年度３月３１日以前の日付
である。
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